
◎
構
造
改
革
特
別
区
域
法
及
び
競
争
の
導
入

に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
五
月
一
日
法
律
第
三
三
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
三
月
二
五
日
・
衆
議
院
内
閣
委
員
会
）

○
鳩
山
国
務
大
臣

こ
の
た
び
政
府
か
ら
提
出
い
た
し
ま
し
た
構
造
改
革

特
別
区
域
法
及
び
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
そ

の
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

構
造
改
革
特
区
は
、
地
方
や
民
間
が
自
発
的
に
構
想
を
立
案
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
規
制
の
特
例
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、

構
造
改
革
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
る
た
め
の
突
破
口
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

同
時
に
、
地
域
の
活
性
化
の
手
段
と
な
る
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
構
造
改
革
特
別
区
域
推
進
本
部
に
お
い
て
は
、
全
国
か
ら

提
案
募
集
を
行
い
、
規
制
の
特
例
措
置
を
決
定
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
の
提
案
募
集
を
踏
ま
え
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
の
特
例
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
追
加
す
る
こ
と
を
通
じ
、

経
済
社
会
の
構
造
改
革
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
活
性
化
を
図
ろ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
し
て
き
た
特
定
刑
事
施
設

に
お
け
る
収
容
及
び
処
遇
に
関
す
る
事
務
の
委
託
促
進
事
業
に
係
る
特
例

措
置
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
を
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

改
革
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
、
全
国
展
開
を
図
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

こ
れ
に
関
し
、
政
府
に
お
い
て
は
、
刑
事
施
設
の
運
営
に
関
す
る
業
務

の
一
部
を
官
民
競
争
入
札
等
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
民
間
事
業
者
の

参
入
を
可
能
と
す
る
た
め
、
所
要
の
法
律
の
特
例
規
定
を
整
備
す
る
こ
と

等
を
内
容
と
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
基
本
方
針
を
昨
年
末
に
閣
議
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処

遇
に
関
す
る
法
律
等
の
特
例
を
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改

革
に
関
す
る
法
律
に
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
改
革
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
今
般
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
で
あ
り
ま
す
。
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
特
例
と
し
て
、
内
閣
総
理
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
改
革
特
区
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教

構
造
改
革
特
別
区
域
法
及
び
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

一
〇
九



育
委
員
会
が
管
理
し
、
及
び
執
行
し
て
い
る
社
会
教
育
施
設
の
管
理
及
び

整
備
に
関
す
る
事
務
を
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
措
置
の
追
加
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
で
あ
り
ま
す
。
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に

関
す
る
法
律
等
の
特
例
と
し
て
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
被
収
容
者
に
対
す

る
健
康
診
断
の
実
施
等
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
に
対
す

る
委
託
を
可
能
と
す
る
た
め
、
官
民
競
争
入
札
等
の
対
象
と
す
る
業
務
の

範
囲
、
民
間
事
業
者
に
必
要
と
さ
れ
る
資
格
、
民
間
事
業
者
の
遵
守
す
べ

き
義
務
、
法
務
大
臣
に
よ
る
監
督
上
の
措
置
そ
の
他
の
事
項
を
定
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
成
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
四
月
三
日
）

○
渡
辺
具
能
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

ま
ず
、
本
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
し
、
地
方
教
育
行
政

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
特
例
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
は
、
社
会
教
育
施
設
の
管

理
及
び
整
備
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
管
理

し
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
措
置
を
追
加
す
る
こ
と
等
と

し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
し
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る

法
律
等
の
特
例
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
特
例

措
置
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
刑
事
施
設
に
お
け
る
被
収
容
者
に
対
す
る
健

康
診
断
の
実
施
等
に
関
す
る
業
務
の
民
間
事
業
者
へ
の
委
託
に
つ
い
て
、

広
く
官
民
競
争
入
札
ま
た
は
民
間
競
争
入
札
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
九
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
二
十
五
日
鳩
山

国
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
次
い
で
、
四
月
一
日
質
疑

に
入
り
、
質
疑
終
局
後
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

構
造
改
革
特
別
区
域
法
及
び
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

一
一
〇



三
、
参
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
四
月
二
四
日
）

○
愛
知
治
郎
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
経
済
社
会
の
構
造
改
革
の
推
進
と
地
域
の
活
性
化
を
図

る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
長
に
よ
る
社
会
教
育
施
設
の
管
理
及
び
整
備

に
関
す
る
事
務
の
実
施
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
競
争
の
導
入
に
よ
る

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
構
造
改
革
特
別
区

域
に
お
け
る
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
刑
事
施
設
に
お
け
る
健
康

診
断
の
実
施
等
に
関
す
る
業
務
の
民
間
事
業
者
へ
の
委
託
を
、
官
民
競
争

入
札
等
に
よ
り
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
主

な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
で
の
新
規
事
業
者
参
入
の

可
能
性
、
矯
正
教
育
等
を
民
間
委
託
の
対
象
と
す
る
妥
当
性
、
社
会
教
育

施
設
の
一
体
的
管
理
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
四
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し

た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
四
月
二
三
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
施
の
た
め
、
適
切
な

措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
公
権
力
の
行
使
に
係
る
刑
事
施
設
等
の
業
務
の
民
間
委
託
に
当
た
っ

て
は
、
事
業
者
選
定
に
お
け
る
透
明
性
・
公
平
性
を
確
保
し
、
業
務
が

適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
公
共
サ
ー
ビ

ス
実
施
民
間
事
業
者
及
び
特
定
業
務
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
人
権
教

育
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
被
収
容
者
の
個
人
情
報
の
保
護
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

二
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
改
善
指
導
の
実
施
に
係
る
業
務
を
公
共
サ
ー
ビ

ス
実
施
民
間
事
業
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
業
務
実
施
が
適
切
に
行

わ
れ
る
こ
と
を
担
保
し
、ま
た
、民
間
事
業
者
と
の
連
携
を
密
に
し
て
、

受
刑
者
の
心
情
や
態
度
の
変
化
、
指
導
効
果
等
を
刑
事
施
設
側
で
把
握

す
る
よ
う
、
実
施
要
項
の
策
定
、
事
業
者
の
選
定
、
業
務
実
施
前
の
打

合
せ
等
の
各
段
階
に
お
い
て
十
分
に
配
意
す
る
こ
と
。

三
、
刑
事
施
設
内
の
病
院
等
の
管
理
者
に
労
働
者
派
遣
制
度
に
基
づ
き
派

遣
さ
れ
た
医
師
を
充
て
る
場
合
に
は
、
病
院
等
に
お
け
る
管
理
責
任
の

不
明
確
化
や
医
療
の
後
退
が
生
じ
な
い
よ
う
、
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

四
、
社
会
教
育
施
設
の
管
理
及
び
整
備
に
関
す
る
事
務
を
地
方
公
共
団
体

構
造
改
革
特
別
区
域
法
及
び
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

一
一
一



の
長
が
実
施
で
き
る
こ
と
と
す
る
規
制
の
特
例
措
置
に
よ
り
、
施
設
の

耐
震
化
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
を
図
る
と
と
も
に
、
社
会
教
育
の
一
層

の
充
実
に
資
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

構
造
改
革
特
別
区
域
法
及
び
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

一
一
二


